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性の感じ方には

さまざまな形があります。

何気ない言葉や行動で

身近な誰かを傷つけないために

下の3点に気を付けましょう。

　町民一人ひとりがお互いの意思と選択を尊重しながら、多様な個性や生き方、性

のあり方を理解し合って生活できる町を目指し、10 月 2日から「町パートナーシッ

プ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入しました。法的な権利や義務は発生しませ

んが、誰もが大切なパートナーや家族と共に、自分らしく暮らせるよう、町として

応援するものです。

レズビアン

女性の同性愛者

ゲイ

男性の同性愛者

バイセクシュアル

両性愛者

トランスジェンダー

心と体の性が異なる人、

性別に違和感をもつ人

パンセクシュアル

相手の性の在り方を

条件としない人

クエスチョニング

自分と恋愛対象の性を

決めていない、分から

ない、模索している人

アセクシュアル

恋愛感情などが

他人に向かない人

エックスジェンダー

自分の性が男・女どち

らでもある（ない）、

場合によって変わる人

　他人の性に関することを本人の同意

なく第三者に話すアウティングは、重

大な人権侵害です。十分に注意しま

しょう。

　誰もが異性を好きになると思い込ん

でいませんか。恋愛の話題に答えにく

い、話したくない人もいることを理解

しましょう。

　「オカマ」「ホモ」などは差別的な言

葉です。それを聞き不快に感じる人が

いることを理解し、冗談でも使わない

ようにしましょう。

▼問い合わせ　役場文化スポーツ課生涯学習係（ 611-2851）

差別的な言葉は使わないさまざまな恋の形を理解する他人の性の暴露は絶対しない

宣誓後に

できること

ファミリーシップ パートナーシップ
対象（全てに当てはまること）

①右の宣誓をした双方に加え、

双方または一方の親または子。

②親または子が、パートナー双

方または一方と生計が同一。

③親または15歳以上の子が含

まれる場合、ファミリーシップ

宣誓に本人の同意がある。

対象（全てに当てはまること）

①双方または一方が性的マイノ

リティで、人生のパートナーと

して日常生活で責任を持ち協力

することを約束した二人

②宣誓日に成年（18歳以上）

③双方または一方が町内在住

④双方に配偶者がいない

宣誓制度が始まりました
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農業委員会だより秋号

農業者年金に加入しませんか？

灯油の漏えいに注意

ホームタンクの点検などを徹底しよう

やはラヂ！次回は11月 7日 、21日 に放送

みんな一緒に『シルバーリハビリ体操』
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予約・接種方法などをお知らせ

新型コロナワクチン情報
80歳までに３人に1人が感染

【帯状疱疹】予防接種の費用を助成

住 情
報民
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☎

☎

☎

やはラヂ！
番組などの詳細は
こちらから！

！症状に合った適正な受診を！

小児救急入院受入病院
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広告 広告
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広告 広告
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広告 広告
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特別入浴券

450 円
令和 6年 1月末まで

特別入浴券

450 円
令和 6年 1月末まで

※ここに掲載している施設は全て町指定管理のものです。
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やはラヂ !今月のテーマ

じゃじゃっとくんのつ・ぶ・や・き

水道
豆知識
列伝！
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